
〔
し
ゅ
か
ん
き
ょ
う
ゆ
〕

学
校
職
員
の
職
位
の
ひ
と
つ
。
二
〇
〇
七
年

に
改
正
さ
れ
た
〔
Ａ
学
校
教
育
法
　
Ｂ
教
育
基

本
法
〕
に
よ
っ
て
、
幼
稚
園
、
小
・
中
学
校
、

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校

に
置
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
学

校
で
は
、
主
幹
教
諭
は
児
童
の
教
育
を
つ
か
さ

ど
る
だ
け
で
な
く
、「〔
Ａ
理
事
長
　
Ｂ
校
長
〕

(

副
校
長
を
置
く
小
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及

び
副
校
長)

及
び
教
頭
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校

務
の
一
部
を
整
理
」
す
る
。「
児
童
の
養
護
又
は

栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教

諭
」
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
。

〔
し
ゅ
う
が
く
え
ん
じ
ょ
〕

学
校
教
育
法
第
十
九
条
「〔
Ａ
経
済
的
理
由

Ｂ
身
体
的
理
由
〕
に
よ
つ
て
、
就
学
困
難
と
認

め
ら
れ
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
て
は
、
市
町
村
は
、
必
要
な
援
助
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
に
基
づ
い
て
、
該
当

す
る
保
護
者
に
対
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体

が
就
学
に
要
す
る
諸
経
費
を
援
助
す
る
こ
と
。

就
学
援
助
の
対
象
者
は
「
要
保
護
者
」
及
び

「〔
Ａ
生
活
保
護
被
保
護
者
　
Ｂ
準
要
保
護
者
〕」

で
あ
る
。
補
助
対
象
品
目
に
は
「
学
用
品
費
、

通
学
費
、
修
学
旅
行
費
、
学
校
給
食
費
」
そ
の

他
が
あ
る
。

〔
ぶ
ん
げ
ん
し
ょ
ぶ
ん
〕

公
務
員
が
一
定
の
事
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
職

責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
場

合
に
、
公
務
能
率
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
職
員
の
意
に
反
し
て
行
う
不
利
益
処
分

の
こ
と
。
不
利
益
処
分
の
種
類
は
、
①
免
職
②

降
任
③
休
職
④
〔
Ａ
降
給
　
Ｂ
減
給
〕
の
４
種

類
で
あ
る
。
ま
た
、
免
職
又
は
降
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
の
一
定
の
事
由
と
は
、〔
Ａ
地
方

公
務
員
法
　
Ｂ
学
校
教
育
法
〕
第
二
十
八
条
に

よ
れ
ば
、
①
勤
務
実
績
不
良
②
心
身
の
故
障
③

適
格
性
の
欠
如
④
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
場

合
、
の
４
つ
で
あ
る
。

【
解
答
】
Ａ
学
校
教
育
法
　
Ｂ
校
長

Ａ
経
済
的
理
由
　
Ｂ
準
要
保
護
者

Ａ
降
給
　
Ａ
地
方
公
務
員
法

文｜山中伸之（栃木県小山市立旭小学校）イラスト｜吉田朋子

「
教
育
用
語
辞
典
」
第
16
回
目
で
す
。
今
回
は
二
択
問
題
と
し
ま
し
た
。
普
段
か
ら

よ
く
目
に
す
る
言
葉
で
も
正
確
な
意
味
内
容
と
な
る
と
難
し
い
も
の
で
す
。

〔

〕に
入
る
正
し
い
言
葉
は
ど
ち
ら
か
を
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

教 育 用 語 辞 典
【
主
幹
教
諭
】

レ
ベ
ル
★

【
就
学
援
助
】

レ
ベ
ル
★
★

【
分
限
処
分
】

教 育 用 語 辞 典

レ
ベ
ル
★
★
★


